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令和８年第１回砥部町議会臨時会 

令和８年２月６日（金） 

午前９時 30分開会 

 

○議長（東勝一） ただいまから、令和８年第１回砥部町議会臨時会を開会します。町長か

ら招集の挨拶があります。古谷町長。 

○町長（古谷崇洋） 本日は、公私とも御多忙のところ、令和８年第１回臨時会に御出席を賜

り、心から感謝を申し上げます。開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。ちょうど１年前

の今日ですね、私は、砥部町長として初めてこの場に登壇し、就任に際しての決意を述べさせ

ていただきました。以来、砥部町の更なる発展に向けた新しい風を起こすべく、日々持続可能

なまちづくりにまい進してまいりました。至らぬ点も多かったかと思いますが、議員の皆様に

おかれましては、地方自治を担う両輪として、意思疎通を図るとともに、活発な議論を通じ、

まちの課題と向き合い、進むべき未来を共有していただいておりますことに、改めて深く感謝

を申し上げます。少子高齢化や物価高騰を背景として、社会情勢が混沌としている中、持続可

能なまちづくりのためには、時に困難を伴う厳しい決断も避けては通れないと思っておりま

す。私は町長として、これからも町政課題に真摯に向き合い、変化を恐れず、また困難を先延

ばしすることなく、住民の皆様と一緒にともに、未来の砥部町のために全力を尽くしてまいり

ますので、引き続き議員の皆様の御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。さて、本日

は、専決処分に係る承認が２件、契約議案１件、補正予算１件及び人事案件６件を御提案させ

ていただいております。この後、詳細に御説明させていただきますので、御議決賜りますよう

お願い申し上げ、開会の御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（東勝一） これから、本日の会議を開きます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（東勝一） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規

則第 125条の規定により、14番岡利昌議員、15番三谷喜好議員を指名します。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（東勝一） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、去る１月 30日開催の議会運営委員会において、本日１

日としております。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日に決定いたしました。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第３ 諸般の報告 

○議長（東勝一） 日程第３、諸般の報告を行います。地方自治法第 121条第１項の規定によ

り、町長以下関係者の出席を求めましたので、御報告します。次に、監査委員より、12 月末

日の例月現金出納検査について、良好であった旨の報告がありました。以上で諸般の報告を終

わります。ここでしばらく休憩します。休憩時間を利用して全員協議会を開催します。 

 

 

午前 ９時 33分 休憩 

午前 10時 35分 再開 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第４ 承認第１号 令和７年専決処分第 10号の承認について 
（令和７年度砥部町一般会計補正予算（第７号）） 

（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（東勝一） 再開します。日程第４、承認第１号、令和７年専決処分第 10号の承認につい

てを議題とします。提案理由の説明を求めます。小中企画財政課長。 

○企画財政課長（小中学） それでは、承認第 1号について御説明申し上げます。専決処分

第 10号の承認について。地方自治法第 179条第 1項の規定により、別紙のとおり専決処分

したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。令和８年２月６日提出、

砥部町長古谷崇。洋専決処分書を御覧ください。処分事項は、令和７年度砥部町一般会計補

正予算第７号で、物価高騰の影響に対する支援のため、子育て世帯に対して、高校生年代ま

でを対象にいたしまして、１人につき応援手当２万円を支給します。支給に必要な関係経費

を追加し、早急に事業実施へ向けて着手する必要があったことから、令和７年 12月 16日付

けで専決処分したものです。内容につきましては、補正予算書の 1ページをお願いします。

第１条におきまして、一般会計補正予算第７号は、歳入歳出それぞれ 6,351万 7,000円を追

加し、補正後の総額を 106億 9,288万 5,000円としています。３ページをお願いします。歳

出でございます。３款民生費の増額で、２項児童福祉費として、子育て応援手当システム改

修委託料及び職員手当等の関係経費 6,351万 7,000円を追加しました。２ページをお願いし

ます。歳入でございますが、財源として、14款国庫支出金を 6,351万 7,000円、同額増額い

たしました。以上で説明を終わります。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（東勝一） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 討論なしと認めます。 
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 採決を行います。本案は、承認することに賛成の方は、御起立願います。 

［全員起立］ 

○議長（東勝一） 全員起立です。御着席ください。 

 よって、承認第１号は、承認することに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第５ 承認第２号 令和８年専決処分第１号の承認について 
（令和７年度砥部町一般会計補正予算（第８号）） 

（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（東勝一） 日程第５、承認第２号、令和８年専決処分第１号の承認についてを議題とし

ます。提案理由の説明を求めます。小中企画財政課長。 

○企画財政課長（小中学） それでは、承認第２号について御説明申し上げます。専決処分第

１号の承認について。地方自治法第 179 条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分をし

たので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。令和８年２月６日提出、砥部

町長古谷崇洋。専決処分書を御覧ください。処分事項は、令和７年度砥部町一般会計補正予算

第８号で、令和８年１月 27日公示、２月８日執行の第 51回衆議院議員総選挙及び第 27回最

高裁判所裁判官国民審査に必要な経費を追加するため、令和８年１月 19日付けで専決処分し

たものです。内容につきましては、補正予算書の１ページをお願いします。一般会計補正予算

第８号は、歳入歳出にそれぞれ 1,339 万円を追加し、補正後の総額を 107 億 627 万 5,000 円

としたものです。３ページをお願いします。歳出です。２款総務費の増額で、４項選挙費とし

て、衆議院議員選挙の実施に伴う職員手当及び選挙ポスター掲示板作成設置等の関係経費

1,339 万円を追加いたしました。２ページをお願いします。歳入でございます。財源として、

14 款国庫支出金を同額 1,339 万円増額いたしました。以上で説明を終わります。御承認賜り

ますようよろしくお願いいたします。 

○議長（東勝一） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。本案は、承認することに賛成の方は、御起立願います。 

［全員起立］ 

○議長（東勝一） 全員起立です。御着席ください。 

 よって、承認第２号は、承認することに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第６ 議案第１号 砥部町文化会館舞台機構設備改修工事請負契約の締結について 

（説明、質疑、討論、採決） 
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○議長（東勝一） 日程第６、議案第１号、砥部町文化会館舞台機構設備改修工事請負契約の締

結についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。小中企画財政課長。 

○企画財政課長（小中学） それでは、議案第１号について御説明申し上げます。議案書をお

願いいたします。砥部町文化会館舞台機構設備改修工事請負契約の締結について。次のとおり

工事請負契約を締結することについて、議会の議決を求める。令和８年２月６日提出、砥部町

長古谷崇洋。提案理由でございますが、砥部町文化会館舞台機構設備改修工事請負契約を締結

したいので、砥部町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

の規定により、提案するものです。契約の内容でございますが、１、契約の目的は、砥部町文

化会館舞台機構設備改修工事。２、契約の方法は、一般競争入札。３、契約金額は、税込みで

３億 2,307万円。４、契約の相手方は、砥部町宮内 1407番地、株式会社小泉組、代表取締役

小泉智治です。議案第１号、資料の１ページをお願いいたします。入札結果でございます。御

覧のとおり、入札参加資格の審査に５社の応募があり、令和７年 11月 25日に開札した結果、

調査基準価格を下回る入札があったため、低入札価格調査を実施した結果、最も安価な価格で

入札した株式会社小泉組と、令和８年１月 13日に仮契約を結んでおります。続きまして、次

のページお願いします。工事請負契約書の写しでございます。工事の概要につきましては、砥

部町文化会館における舞台機構設備を改修するもので、工期といたしまして、令和９年６月 30

日までとしております。以上で説明を終わります。御審議賜りますようよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（東勝一） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、御起立願います。 

［全員起立］ 

○議長（東勝一） 全員起立です。御着席ください。 

 よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第７ 議案第２号 令和７年度砥部町一般会計補正予算（第９号） 

（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（東勝一） 日程第７、議案第２号、令和７年度砥部町一般会計補正予算第９号を議題 

とします。提案理由の説明を求めます。小中企画財政課長。 

○企画財政課長（小中学） それでは、議案第２号、一般会計補正予算について御説明いたし

ます。補正予算書の１ページをお願いいたします。議案第２号、令和７年度砥部町一般会計補

正予算第９号ですが、第１条では、今回の補正は、歳入歳出予算に 65 万 4,000 円を追加し、

補正後の総額を歳入歳出それぞれ 107 億 692 万 9,000 円としています。第２条では、地方債
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の変更及び追加について定めています。令和８年２月６日提出、砥部町長古谷崇洋。３ページ

をお願いいたします。歳出について、款ごとに御説明いたします。まず、３款民生費につきま

しては、19 万 2,000 円増額します。令和８年度から子どもの居場所づくり事業を実施するに

当たり、中央公民館講堂にフリーＷｉ-Ｆｉを設置するための費用 19 万 2,000 円の追加でご

ざいます。続いて、10款教育費につきましては、46万 2,000円増額します。砥部中学校の漏

水修繕費用 46万 2,000円の追加でございます。また、麻生小学校及び砥部中学校屋内運動場

空調設備設置事業の財源を、一般財源から緊急防災・減災事業債へ組替えを行い、中央公民館

体育館屋根改修事業の財源については、充当率や交付税措置の有利な地方債であります公共

施設等適正管理推進事業債へ組替えを行います。２ページをお願いいたします。歳入でござい

ます。財源として、18款繰入金を 1,074万 6,000円減額し、21款町債を 1,140万円増額しま

す。４ページをお願いします。第２表、地方債の補正です。今回、２件の変更と１件の追加で

ございます。まず変更でございますが、１つ目が、麻生小学校及び砥部中学校屋内運動場空調

設備設置事業の財源として、緊急防災・減災事業債 1,110万円を追加し、限度額を 1,490万円

に変更します。２つ目が、下の追加の表と関連いたします。中央公民館体育館屋根改修事業の

財源としておりました防災対策事業債を、充当率や交付税措置の有利な地方債でございます

公共施設等適正管理推進事業債へ組替えを行うことによりまして、防災対策事業債につきま

しては 120 万円の減額、公共施設等適正管理推進事業債につきましては 150 万円の追加とな

ります。以上で説明を終わります。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（東勝一） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、御起立願います。 

［全員起立］ 

○議長（東勝一） 全員起立です。御着席ください。 

 よって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 日程第８ 同意第１号 砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  日程第９ 同意第２号 砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  日程第 10 同意第３号 砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  日程第 11 同意第４号 砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（東勝一） 日程第８、同意第１号、砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任につい

てから日程第 11、同意第４号、砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任についてまでの４
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件を一括議題とします。提出者の説明を求めます。古谷町長。 

○町長（古谷崇洋） 同意第１号、砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任について。次の

者を砥部町固定資産評価審査委員会委員に選任することについて、地方税法第 423 条第３項

の規定により、議会の同意を求める。令和８年２月６日提出、砥部町長古谷崇洋。住所、砥部

町高尾田 906番地１。氏名、門田伸介。生年月日、昭和 33年９月 18日。提案理由でございま

すが、門田伸介委員の任期が、令和８年２月 15日に満了することに伴い、その後任を選任す

るため、提案するものでございます。次に、同意第２号、砥部町固定資産評価審査委員会委員

の選任について。次の者を砥部町固定資産評価審査委員会委員に選任することについて、地方

税法第 423条第３項の規定により、議会の同意を求める。令和８年２月６日提出、砥部町長古

谷崇洋。住所、砥部町川井 1351番地。氏名、武智優。生年月日、昭和 33年９月 11日。提案

理由でございますが、武智優委員の任期が、令和８年２月 15日に満了することに伴い、その

後任を選任するため、提案するものでございます。次に、同意第３号、砥部町固定資産評価審

査委員会委員の選任について。次の者を砥部町固定資産評価審査委員会委員に選任すること

について、地方税法第 423条第３項の規定により、議会の同意を求める。令和８年２月６日提

出、砥部町長古谷崇洋。住所、砥部町大南 2343番地。氏名、山中浩史。生年月日、昭和 35年

４月 23日。提案理由でございますが、山中浩史委員の任期が、令和８年２月 15日に満了する

ことに伴い、その後任を選任するため、提案するものです。次に、同意第４号、砥部町固定資

産評価審査委員会委員の選任について。次の者を砥部町固定資産評価審査委員会委員に選任

することについて、地方税法第 423条第３項の規定により、議会の同意を求める。令和８年２

月６日提出、砥部町長古谷崇洋。住所、砥部町総津 780番地。氏名、伊達泰明。生年月日、昭

和 37年 12月４日。提案理由でございますが、橋本敏彦委員の任期が、令和８月２月 15日に

満了することに伴い、その後任を選任するため、提案するものでございます。以上、御同意賜

りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（東勝一） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 質疑なしと認めます。 

 討論及び採決については、１件ごとに行います。同意第１号、砥部町固定資産評価審査委員

会委員の選任について討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」の声あり］ 

○議長（東勝一）討論なしと認めます。 

 同意第１号の採決を行います。本件は、これに同意することに賛成の方は、御起立願います。 

［全員起立］ 

○議長（東勝一） 全員起立です。御着席ください。よって、同意第１号は、これに同意する

ことに決定しました。 

 同意第２号、砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任について討論を行います。討論はあ

りませんか。 

［「討論なし」の声あり］ 
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○議長（東勝一）討論なしと認めます。 

 同意第２号の採決を行います。本件は、これに同意することに賛成の方は、御起立願います。 

［全員起立］ 

○議長（東勝一） 全員起立です。御着席ください。よって、同意第２号は、これに同意する

ことに決定しました。 

 同意第３号、砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任について討論を行います。討論はあ

りませんか。 

［「討論なし」の声あり］ 

○議長（東勝一）討論なしと認めます。 

 同意第３号の採決を行います。本件は、これに同意することに賛成の方は、御起立願います。 

［全員起立］ 

○議長（東勝一） 全員起立です。御着席ください。よって、同意第３号は、これに同意する

ことに決定しました。 

 同意第４号、砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任について討論を行います。討論はあ

りませんか。 

［「討論なし」の声あり］ 

○議長（東勝一）討論なしと認めます。 

 同意第４号の採決を行います。本件は、これに同意することに賛成の方は、御起立願います。 

［全員起立］ 

○議長（東勝一） 全員起立です。御着席ください。よって、同意第４号は、これに同意する

ことに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第 12 同意第５号 砥部町教育委員会教育長の任命について 

（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（東勝一） 日程第 12、同意第５号、砥部町教育委員会教育長の任命についてを議題

とします。提出者の説明を求めます。古谷町長。 

○町長（古谷崇洋） 同意第５号、砥部町教育委員会教育長の任命について。次の者を砥部町

教育委員会教育長に任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４

条第１項の規定により、議会の同意を求める。令和８年２月６日提出、砥部町長古谷崇洋。住

所、砥部町原町 209番地。氏名、大江章吾。生年月日、昭和 35年 11月 23日。提案理由でご

ざいますが、大江章吾教育長の任期が、令和８年２月 16日に満了することに伴い、その後任

を任命するため、提案するものです。御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（東勝一） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 質疑なしと認めます。討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」の声あり］ 
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○議長（東勝一）討論なしと認めます。 

 採決を行います。本件は、これに同意することに賛成の方は、御起立願います。 

［全員起立］ 

○議長（東勝一） 全員起立です。御着席ください。よって、同意第５号は、これに同意する

ことに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第 13 同意第６号 砥部町教育委員会委員の任命について 

（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（東勝一） 日程第 13、同意第６号、砥部町教育委員会委員の任命についてを議題と

します。提出者の説明を求めます。古谷町長。 

○町長（古谷崇洋） 同意第６号、砥部町教育委員会委員の任命について。次の者を砥部町教

育委員会委員に任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第

２項の規定により、議会の同意を求める。令和８年２月６日提出、砥部町長古谷崇洋。住所、

砥部町川井 1664番地９。氏名、篠原弘康。生年月日、昭和 47年 12月５日。提案理由でござ

いますが、篠原弘康委員の任期が、令和８年２月 16日に満了することに伴い、その後任を任

命するため、提案するものです。御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（東勝一） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 質疑なしと認めます。討論を行います。討論はありませんか。 

 ［「討論なし」の声あり］ 

○議長（東勝一）討論なしと認めます。 

 採決を行います。本件は、これに同意することに賛成の方は、御起立願います。 

［全員起立］ 

○議長（東勝一） 全員起立です。御着席ください。よって、同意第６号は、これに同意する

ことに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第 14 発議第１号 アメリカのベネズエラへの軍事的・経済的介入に対し強く 
            抗議する決議について 

（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（東勝一） 日程第 14、発議第１号、アメリカのベネズエラへの軍事的・経済的介入に対

し強く抗議する決議についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。日野惠司議員。 

○５番（日野惠司） 発議第１号、アメリカのベネズエラへの軍事的・経済的介入に対し強く

抗議する決議提出について。砥部町議会会議規則第 14条第１項及び第２項の規定により提出

いたします。令和８年２月６日提出、砥部町議会議長東勝一様。提出者、日野惠司、賛成者 

佐々木隆雄、同松﨑浩司。提案理由でございますが、アメリカのベネズエラへの軍事的・経済

的介入する行為は、国連憲章及び国際法の原則に反する行為で、世界平和への願いを踏みにじ
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る行為である。アメリカによる一連の軍事侵攻及び内政干渉に抗議と非難の意を強く表明す

るとともに、直ちに全ての侵略的行為を停止するよう強く求めるものでございます。なお、決

議案につきましては、お手元に配付いたしましたとおりでございます。以上、議員各位の御賛

同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（東勝一） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

［全員起立］ 

○議長（東勝一） 全員起立です。御着席ください。 

 よって、発議第 1号は、原案のとおり可決されました。 

ただいま、小西副議長から、副議長の辞職願が提出されました。 

お諮りします。副議長の辞職を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 異議なしと認めます。 

よって、副議長の辞職を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに決定しまし

た。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第１ 副議長の辞職 

○議長（東勝一） 追加日程第１、副議長の辞職を議題とします。地方自治法第 117条の規定

により、小西副議長の除斥を求めます。 

［小西副議長退場］ 

○議長（東勝一） 事務局長に辞職願を朗読させます。 

○議会事務局長（藤田泰宏） 辞職願。このたび、一身上の都合により副議長を辞職したいの

で、許可されますようお願いいたします。令和８年２月６日、砥部町議会議長東勝一様。砥部

町議会副議長小西昌博。以上です。 

○議長（東勝一） お諮りします。小西副議長の副議長の辞職を許可することに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 異議なしと認めます。 

よって、小西副議長の副議長の辞職を許可することに決定しました。 

小西副議長の入場を求めます。 
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［小西副議長入場］ 

○議長（東勝一） ただいま、副議長の辞職を許可することに決定しましたので、小西副議長、

退任の御挨拶をお願いします。小西副議長。 

○副議長（小西昌博） 副議長退任に当たり、一言御挨拶申し上げます。昨年２月に副議長に

就任し、あっという間の１年でございました。この間、皆様方の御指導・御鞭撻により、副議

長の重責を果たすことができました。東議長をはじめ議員の皆様、そして職員の皆様に深く感

謝申し上げます。砥部町議会の更なる発展と町民の皆様の御多幸を心よりお祈り申し上げ、退

任の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（東勝一） ただいま副議長が欠けました。お諮りします。副議長の選挙を日程に追

加し、追加日程第２として、選挙を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 異議なしと認めます。よって、副議長の選挙を日程に追加し、追加日程第

２として、選挙を行うことに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第２ 副議長の選挙 

○議長（東勝一） 追加日程第２、副議長の選挙を行います。選挙は投票で行います。議場の

出入口を閉めます。 

［議場を閉める］ 

○議長（東勝一） ただいまの出席議員は 15人です。次に、立会人を指名します。会議規則

第 32条第２項の規定により、立会人に１番大平将司議員、２番木下いずみ議員を指名します。

投票用紙を配ります。 

［投票用紙配布］ 

○議長（東勝一） 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

［「配布漏れなし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 配布漏れなしと認めます。投票箱を点検します。１番大平将司議員、２番 

木下いずみ議員、投票箱の点検をお願いします。 

［投票箱の点検］ 

○議長（東勝一） 異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。念のため申し上げます。投票は、単記無記名です。投票用紙

に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて、順次投票を願います。事務局長が議席番号と氏

名を呼び上げますので、順番に投票願います。 

［事務局長点呼及び投票］ 

○議長（東勝一） 投票漏れはありませんか。 

［「投票漏れなし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 開票を行います。１番大平将司議員、２番木下いずみ議員、開票の立会いをお願いします。 
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［開票］ 

○議長（東勝一） 選挙の結果を報告します。投票総数 15票。そのうち有効投票 14票、無効

投票１票。無効投票中１票は白票です。有効投票のうち、木下敬二郎議員 13票、佐々木隆雄

議員１票。以上のとおりです。この選挙の法定得票数は４票です。よって、木下敬二郎議員が

副議長に当選されました。議場の出入口を開きます。 

［議場を開く］ 

○議長（東勝一） 副議長に当選されました木下敬二郎議員が議場におられますので、会議規

則第 33条第２項の規定により、当選の告知をします。木下敬二郎副議長に就任の御挨拶をお

願いします。木下敬二郎副議長。 

○副議長（木下敬二郎） 副議長就任に当たり、一言御挨拶を申し上げます。このたび、皆様

の御推挙をいただき、副議長に就任することになりましたことは、身に余る光栄であると同時

に、その重責に身の引き締まる思いでございます。至らぬ点も多々あるかと存じますが、皆様

方のお力添えのもと、東議長の御指導と御助言をいただきながら、議長を補佐し、その責務を

全うするよう、最大の努力をいたしたいと決意している次第でございます。議員各位の御指

導・御鞭撻を賜りますようお願い申し上げ、就任の御挨拶といたします。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○議長（東勝一） ここでしばらく休憩します。休憩時間を利用して全員協議会を開催しま

す。 

 

午前 11時 24分 休憩 

午後 ２時 24分 再開 

 

 

○議長（東勝一） 再開します。 

ただいま、木下敬二郎副議長から台湾交流促進特別委員の辞任願が提出されました。 

お諮りします。副議長の台湾交流促進特別委員の辞任を日程に追加し、追加日程第３として

議題とすることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 異議なしと認めます。 

よって、副議長の台湾交流促進特別委員の辞任を日程に追加し、追加日程第３として議題と

することに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第３ 台湾交流促進特別委員の辞任 

○議長（東勝一） 追加日程第３、台湾交流促進特別委員の辞任を議題とします。地方自治法

第 117条の規定により、木下敬二郎副議長の除斥を求めます。 

［木下敬二郎副議長退場］ 
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○議長（東勝一） お諮りします。木下敬二郎副議長の台湾交流促進特別委員の辞任を許可す

ることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 異議なしと認めます。 

 よって、木下敬二郎副議長の台湾交流促進特別委員の辞任を許可することに決定しました。 

 木下敬二郎副議長の入場を求めます。 

［木下敬二郎副議長入場］ 

○議長（東勝一） お諮りします。お手元に配布しました追加議事日程のとおり、追加日程第

４、常任委員の選任から追加日程第７、伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合議会議員の補欠選

挙までを日程に追加し、議題にしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 異議なしと認めます。 

 よって、追加日程第４から追加日程第７までを日程に追加し、議題とすることに決定しまし

た。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第４ 常任委員の選任 

○議長（東勝一） 追加日程第４、常任委員の選任を行います。 

 お諮りします。任期満了に伴う常任委員の選任については、委員会条例第８条第４項の規定

により、お手元に配布の名簿のとおり指名したいと思います。これに御異議ございませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 異議なしと認めます。 

 よって、常任委員は、お手元に配布の名簿のとおり選任することに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第５ 議会運営委員の選任 

○議長（東勝一） 追加日程第５、議会運営委員の選任を行います。 

 お諮りします。任期満了に伴う議会運営委員の選任については、委員会条例第８条第４項の

規定により、お手元に配布の名簿のとおり指名したいと思います。これに御異議ありません

か。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 異議なしと認めます。 

 よって、議会運営委員は、お手元に配布の名簿のとおり選任することに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第６ 台湾交流促進特別委員の選任 

○議長（東勝一） 追加日程第６、台湾交流促進特別委員の選任についてを行います。 
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 お諮りします。欠員が生じた台湾交流促進特別委員の選任については、委員会条例第８条第

４項の規定により柿本正議員を指名したいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 異議なしと認めます。 

 よって、柿本正議員を台湾交流促進特別委員に選任することに決定しました。 

  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第７ 伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合議会議員の補欠選挙 

○議長（東勝一） 追加日程第７、伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合議会議員の補欠選挙を

行います。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第 118 条第２項の規定により指名推選

にしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は、指名推選によることに決定しました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決定しました。 

 伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合議会議員に佐々木公博議員、木下いずみ議員を指名しま

す。 お諮りします。ただいま議長が指名しました佐々木公博議員、木下いずみ議員を当選人

とすることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名しました佐々木公博議員、木下いずみ議員が当選されました。佐々木

公博議員、木下いずみ議員が議場におられますので、会議規則第 33条第２項の規定により当

選の告知をします。 

お諮りします。各委員長より閉会中の継続調査の申出がありましたので、議会の運営に関す

る事項及び議長の諮問に関する事項については議会運営委員会に、常任委員会の所管事務等

の調査事項については所管の常任委員会に、特別委員会の調査事項については特別委員会に

それぞれ付託し、閉会中の継続調査とすることとしたいと思います。これに御異議ありません

か。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（東勝一） 異議なしと認めます。 

 よって、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。これで、

本日の議事日程は全て終了しました。会議を閉じます。町長、挨拶をお願いします。古谷町長。 
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○町長（古谷崇洋） 皆様に閉会の御挨拶を申し上げる前に、午前中のですね、Ｊアラートに

関しましては、大変御迷惑をおかけしたことを、まずお詫びいたします。今後につきましては

ですね、そういった国の訓練ではありますけれども、しっかりと情報共有を担当課同士で行っ

ていきたいと思っております。以後、留意して気をつけたいと思います。よろしくお願いいた

します。それでは、閉会に当りまして、一言御礼を申し上げます。議会の皆様には、本日提案

させていただきました案件につきまして、慎重に御審議を賜り、御議決・御同意いただきまし

たことに対しまして、心から御礼を申し上げます。御承認いただきました子育て応援支援手

当、また、御議決いただきました文化会館舞台機構設備改修工事、補正予算につきましては、

迅速かつ適正に執行し、住民福祉の向上に努めてまいります。また、このたび新たな副議長、

常任委員会の正副委員長が決定されました。木下敬二郎副議長をはじめ、新たに就任された皆

様にお喜びを申し上げますとともに、小西議員をはじめ、１年間お世話になりました前任の皆

様に深く感謝を申し上げます。突然の解散で幕をあけた衆議院議員総選挙の投開票日をあさ

ってに控え、議員の皆様におかれましても、御多忙のことと思いますが、くれぐれもご自愛い

ただき、引き続き町政の発展に御尽力いただきますようお願いを申し上げ、簡単ではございま

すが、閉会の御挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。 

○議長（東勝一） 以上をもって、令和８年第１回砥部町議会臨時議会を閉会します。 

 

 

午後２時 32分 閉会 
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地方自治法第 123 条の規定により、会議の経過を記載し、その相違ないことを証明するため

にここに署名する。 

 

 

 

          砥部町議会議長   東     勝  一 

 

 

          砥部町議会議員     岡  利  昌 

 

 

          砥部町議会議員   三  谷  喜  好 

  



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 

 

  



19 

 

 
副委員長 三谷喜好

柿本　正

委 員

岡利昌松﨑浩司

小西昌博

佐々木公博柿本　正

木下いずみ

副議長 木下敬二郎

松﨑浩司

髙橋久美
佐々木公博

小西昌博

日野惠司

（議会運営委員会）

原田公夫
議 会 運 営 委 員 会

副委員長

委員長

東　勝一

副委員長

議　長

議 会 広 報 常 任 委 員 会
副委員長

木下いずみ

総務産業建設常任委 員会

厚 生 文 教 常 任 委 員 会

大平将司

佐々木隆雄

委員長

委員長 原田公夫

副委員長

東　勝一

下 水 道 整 備 特 別 委 員 会
岡利昌

原田公夫

台湾交流促進特別委 員会

原田公夫
委 員

令和8年2月6日

委 員 会 名 簿

（常任委員会）

三谷喜好

委 員

委 員 木下敬二郎

全議員

議 会 改 革 特 別 委 員 会

委員長

（特別委員会）

副委員長

委 員

柿本　正

委員長 松﨑浩司
委 員

委員長

委員長

佐野沙知

佐野沙知

佐々木隆雄

木下いずみ 髙橋久美

副委員長 佐々木隆雄

髙橋久美

佐々木公博 岡利昌

佐野沙知 日野惠司

岡利昌

三谷喜好
委 員

大平将司木下敬二郎



20 

 

 

 

 

 

 

 

木下いずみ

小西昌博
伊予市外二町共有物組合議会

岡利昌 三谷喜好

橋本敏彦木下敬二郎

大洲･喜多衛生事務組合議会 東　勝一

東　勝一伊予消防等事務組合議会

山口元之

佐々木公博東　勝一

佐々木公博

愛媛県後期高齢者医療広域連合議会 古谷崇洋

伊予市･伊予郡養護老人ﾎｰﾑ組合議会

柿本　正

（広域連合議会）

（一部事務組合）


